
◎裁判所法の一部を改正する法律 
（平成一六年一二月一○日法律第一六三号）   

一、提案理由（平成一六年一一月二四日・衆議院法務委員会） 

○南野国務大臣 御説明いたします。 

 裁判所法の一部を改正する法律案について、その趣旨を御説明いたします。 

 新たな法曹養成制度の整備は、多様かつ広範な国民の要請にこたえることができる多

数のすぐれた法曹の養成を図ることを目的とするものであり、司法修習生の修習につい

ても、司法修習生の増加に実効的に対応することができる制度とすることが求められて

おります。 

 この法律案は、このような状況にかんがみ、新たな法曹養成制度の整備の一環として、

司法修習生に対し給与を支給する制度にかえて、司法修習生がその修習に専念すること

を確保するための資金を国が貸与する制度を導入することを目的とするものであります。 

 以下、法律案の内容につきまして、その概要を御説明申し上げます。 

 第一に、司法修習生に対し給与を支給する制度を廃止し、これにかえて、最高裁判所

が、司法修習生に対し、その申請により、無利息で、司法修習生がその修習に専念する

ことを確保するための修習資金を貸与するものとしております。 

 第二に、修習資金の額及び返還の期限は、最高裁判所の定めるところによるものとし

ております。 

 第三に、修習資金の貸与を受けた者につき、災害、傷病その他やむを得ない理由によ

り修習資金を返還することが困難となった場合における返還の期限の猶予、及び死亡ま

たは精神もしくは身体の障害により修習資金を返還することができなくなった場合にお

ける返還の免除について、所要の規定を設けております。 

 第四に、以上のほか、修習資金の貸与及び返還に関し必要な事項は、最高裁判所が定

めるものとしております。 

 このほか、所要の規定の整備を行うこととしております。 

 以上が、この法律案の趣旨であります。 

 何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願いいたします。 

二、衆議院法務委員長報告（平成一六年一一月三○日） 

○塩崎恭久君 ただいま議題となりました法律案につきまして、法務委員会における審

査の経過及び結果を御報告申し上げます。 

 本案は、司法修習生に対し給与を支給する制度にかえて、司法修習生がその修習に専

念することを確保するための資金を国が貸与する制度を導入しようとするものでありま

す。 

 本案は、十一月十二日本委員会に付託され、二十四日南野法務大臣から提案理由の説

明を聴取し、質疑に入り、二十六日質疑を終局したところ、本案に対し、司法修習生に

導入される貸与制について、さらに周知徹底させるため、施行期日を平成十八年十一月



一日から平成二十二年十一月一日に変更しようとする修正案が、自由民主党、民主党・

無所属クラブ及び公明党の共同で提案され、趣旨の説明を聴取し、採決の結果、全会一

致をもって修正議決すべきものと決しました。 

 なお、本案に対し附帯決議が付されたことを申し添えます。 

 以上、御報告申し上げます。 

○委員会修正の提案理由（平成一六年一一月二六日） 

○田村（憲）委員 ただいま議題となりました修正案について、提出者を代表して、そ

の主な趣旨を御説明いたします。 

 修正案の趣旨は、本法律案の目的が、従来の司法修習生への給費制を貸与制に移行し

ようとするものであることから、十分な周知期間が必要であるのに、施行期日が平成十

八年十一月一日では、周知期間が短過ぎるので延長すべきであるという点にあります。 

 本法律案では、施行期日は平成十八年十一月一日としておりますが、法科大学院がス

タートしたのは本年四月であり、第一期の法科大学院生が入学した時点では、まだ貸与

制への移行やその時期が決まっていなかったので、第一期の法科大学院生に対して貸与

制への移行の理解を得るには、周知期間が短過ぎると考えます。 

 そこで、十分な周知期間を確保するとともに、第一期の法科大学院生に対し、給費制

のもとでの修習を受ける機会を確保するとの観点から、施行期日をおくらせることとし、

平成二十二年ころには司法試験の合格者数の年間三千人達成を目指すとされていること

にもかんがみ、施行期日を平成二十二年十一月一日とすべきであります。 

 以上が、本修正案の趣旨であります。 

 何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決いただきますようよろしくお願いいたし

ます。 

○附帯決議（平成一六年一一月二六日） 

 政府並びに最高裁判所は、本法の施行に当たり、次の事項について格段の配慮をすべ

きである。 

一 修習資金の額については、法曹の使命の重要性や公共性にかんがみ、高度の専門的

能力と職業倫理を備えた法曹を養成する見地から、引き続き、司法修習生が修習に専

念することができるよう、必要かつ十分な額を確保すること。 

二 修習資金の返還の期限については、返還の負担が法曹としての活動に影響を与える

ことがないよう、必要かつ十分な期間を確保するとともに、司法修習を終えてから返

還を開始するまでに、一定の据置期間を置くこと。 

三 給費制の廃止及び貸与制の導入によって、統一・公平・平等という司法修習の理念

が損なわれることがないよう、また、経済的事情から法曹への道を断念する事態を招

くことのないよう、法曹養成制度全体の財政支援の在り方も含め、関係機関と十分な

協議を行うこと。 

三、参議院法務委員長報告（平成一六年一二月三日） 



○渡辺孝男君 ただいま議題となりました裁判所法の一部を改正する法律案につきまし

て、法務委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。 

 本法律案は、新たな法曹養成制度の整備の一環として、司法修習生に対し給与を支給

する制度に代えて、司法修習生がその修習に専念することを確保するための資金を国が

貸与する制度を導入しようとするものであります。 

 なお、衆議院において、施行期日を四年延期し、平成二十二年十一月一日とする修正

が行われております。 

 委員会におきましては、法曹養成における法科大学院と司法修習との連携の必要性、

給費制に代えて貸与制を導入する理由、修習専念義務を明文化する意義、今後の司法制

度改革の推進・実施体制の整備等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録に

よって御承知願います。 

 質疑を終局し、討論に入りましたところ、日本共産党の大門委員より本法律案に反対

の意見が述べられました。 

 討論を終わり、採決の結果、本法律案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決

定いたしました。 

 なお、本法律案に対して附帯決議を行いました。 

 以上、御報告申し上げます。 

○附帯決議（平成一六年一二月一日） 

 政府並びに最高裁判所は、本法の施行に当たり、次の事項について格段の配慮をすべ

きである。 

一 修習資金の額については、法曹の使命の重要性や公共性にかんがみ、高度の専門的

能力と職業倫理を備えた法曹を養成する見地から、引き続き、司法修習生が修習に専

念することができるよう、必要かつ十分な額を確保すること。 

二 修習資金の返還の期限については、返還の負担が法曹としての活動に影響を与える

ことがないよう、必要かつ十分な期間を確保するとともに、司法修習を終えてから返

還を開始するまでに、一定の据置期間を置くこと。 

三 給費制の廃止及び貸与制の導入によって、統一・公平・平等という司法修習の理念

が損なわれることがないよう、また、経済的事情から法曹への道を断念する事態を招

くことのないよう、法曹養成制度全体の財政支援の在り方も含め、関係機関と十分な

協議を行うこと。 

四 新司法試験については、法科大学院における教育及び司法修習との連携によるプロ

セスとしての新しい法曹養成制度の理念と成立の経緯を踏まえた実施を図ること。 

  右決議する。 


